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平成１９年１１月１３日 
 
 

工事発注課（所）長 様 
 

建設局技術管理課長 
 
公共建設工事における再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂の使用に係る留意事項について（通知） 

 
 平成１９年１０月１１日付けで、別紙のとおり国土交通省より再生コンクリ

ート砂（コンクリート塊から製造した砂）の使用に係る通知がありました。 
 つきましては、本市においても、平成１９年１２月１日以降に発注する工事

より、下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。 
 なお、引き続き再生資源の利用促進を図るようお願いいたします。 
 

記 
 
１． 再生コンクリート砂を使用する場合、各工事で１購入先あたり１検体の

六価クロム溶出試験（平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に規

定する試験方法）を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合

することを確認する。 
２． 工事費の積算にあたっては、共通仮設費の技術管理費等に「六価クロム

溶出試験費」（土木工事設計単価表に掲載）を積み上げ計上する。 
３． 単価契約については、当面１契約を１工事とみなす。 
 
 
 
 
 

問合せ先：建設局技術管理課 
技術管理係 
土木積算係 
営繕積算係 
８２９－１５１５ 
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